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教育大綱の策定にあたって 

本市が将来にわたり栄え，市民の誰もが，夢や希望を持ち，元気と笑顔に溢れた

生活を送ることができるまち「１００年繁栄都市うつのみや」を目指すためには，

みんなが幸せに暮らせるまちづくり，みんなに選ばれるまちづくり，そして持続的

に発展できるまちづくりを進めていくことが求められます。 

こうしたまちづくりを進めていく上で欠かすことができない，まちづくりの基盤

となるものが，そのまちに住む人の力であります。まさに，まちづくりは人づくり，

人づくりはまちづくりであり，現代社会を生き抜くための総合的な力である「人間

力」の向上を図ることが，必要不可欠でありますことから，私は市長に就任以来，

特に教育に重点を置いて市政を執り行ってきたところであります。 

 

このたび，地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により，地方公

共団体が「教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を示すことと

なりましたが，本市では，この教育大綱を人づくりの根幹となる理念や目標になる

ものとして捉え，本市人づくりの指針である「宮っこ未来ビジョン」を教育大綱と

して位置づけることとしました。この「宮っこ未来ビジョン」に掲げる基本理念の

「心豊かでたくましく生きる人を目指して」を具現化し，どんな困難に直面しても

折れることがなく，我慢強く立ち向いながらやり抜く心を持つ，たくましい宮っこ

を育んでいきたいと思います。 

そのため，市長としては，教育委員会がより効果的に教育行政を推進することが

できるよう，施設設備の整備や職員の適正配置などの教育環境の充実に向けた支援

を行うとともに，貧困問題や通学路の安全対策などの教育委員会だけでは解決が難

しい課題に対して，市長部局と教育委員会が組織横断的に取り組むなど，体制を整

えることが大きな役割であると考えております。 

 

私は，これまでも「教育改革」を旗印に，全小中学校への冷暖房設備の整備や学

校栄養士・学校図書館司書の全校配置など，全国に先駆けた教育環境の充実に取り

組むとともに，小中一貫教育・地域学校園の全市実施や魅力ある学校づくり地域協

議会の全校設置など，地域に開かれた学校づくりの推進に取り組んでまいりました。 

今後とも，「宇都宮市教育大綱」を基に，時代の要請や社会環境の変化などに適

切に対応しながら，人間力の高い，心豊かでたくましい宮っこが育まれ

ますよう，新たに設置した「総合教育会議」を活用するなど，市と教

育委員会が一丸となって本市教育のさらなる充実に向け全力で取り

組むとともに，家庭や学校，地域，企業，行政が一体となった社会

総ぐるみの人づくりを推進し，「１００年繁栄都市うつのみや」の実

現を目指してまいります。 

 

宇都宮市長 佐藤 栄一 
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１ 教育大綱策定の趣旨 

平成２７年４月施行の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の

規定に基づき，教育委員会とより一層連携を図りながら教育行政を推進することを

目的に，国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌し，地方公共団体の実情に応

じた「教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を策定することと

されています。 

本市においては，平成１７年度に市と教育委員会が協働で「宮っこ未来ビジョン」

を策定しておりますが，このビジョンには，国の教育振興基本計画で目指す人物像

を掲げた２つの基本的方向性である「社会を生き抜く力の養成」及び「未来への飛

躍を実現する人材の養成」と同趣旨の内容が盛り込まれており，また，このビジョ

ンは本市の人づくりの指針となるものでありますことから，「宮っこ未来ビジョン」

の基本理念及び基本目標を本市の教育大綱に位置づけることとします。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜宮っこ未来ビジョン（平成１７年９月策定）＞ 

 子どもからお年寄りまでが宇都宮市に愛着と誇りを感じながら，生涯にわた

って夢を持ち続け，心豊かでたくましく生きることができる人づくりを実現す

るため，「対話」と「創造」を人づくりの中核に据えた基本理念と，その実現

に向けた目標，家庭や地域，学校，企業，行政などの役割を示したものが「宮

っこ未来ビジョン」です。 

 「宮っこ未来ビジョン」は，長期的視点に立って市民と行政が共通の理念と

目標をもち，「学び」を通した望ましい人づくりを推進するための基本的な考

え方と家庭・地域社会・行政の役割とそれらの連携の在り方などを示す市民と

行政が共有する人づくりの指針となるものです。 
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２ 本市の教育に関する理念と目標 

本市の教育に関する理念と目標は，宮っこ未来ビジョンの基本理念と基本目標と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宮っこ未来ビジョンの基本理念】 

心 豊 か で た く ま し く 生 き る 人 を 目 指 し て 

―心の触れ合う「対話」と未来を切り拓
ひら

く「創造」を通して－ 

【宮っこ未来ビジョンの基本目標】 
 

本市の人づくりを実現するためには，市民が自ら積極的に学んだり活動したりすること

が大切です。また，市民相互に教え教えられ共に活動することで，人づくりを推進してい

きたいと考えています。このようなことから，基本理念を具現化する７つの基本目標を市

民の行動目標として設定します。 

 

１ 目標の実現に向けて，自らの責任において主体的に行動します。 

〔自己実現〕 

２ 生涯を通じて学び続け，課題解決に努めます。 

〔課題解決〕 

３ ものづくりを通して，つくる喜びを感じ，技術・文化の伝承や科学の理解に努めます。

〔技術・文化の伝承，科学の理解〕 

４ 他者を思いやり，様々な人々と協力して，共に生きるよう努めます。 

〔思いやり・共生〕 

５ 自国文化や異なる文化を理解し，新しい文化の創造に努めます。 

〔文化創造〕 

６ 社会のきまりを守り，協力し合いながら生活ができるように努めます。 

〔きまり遵守〕 

７ 生涯にわたってスポーツに親しみ，健康や体力の保持・増進に努めます。 

〔健康・体力の保持増進〕 
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３ 教育大綱の推進にあたって 

(１) 教育大綱を実現するための施策等 

本市の教育大綱である「宮っこ未来ビジョン」を実現するための具体的な施策

については，「宇都宮市総合計画」を上位計画とした「学校教育推進計画」，「地域

教育推進計画」，「文化振興基本計画」，「スポーツ推進計画」の分野別計画のほか，

分野別計画の下位にある個別計画等に示しています。 

この分野別計画に基づき，それぞれの分野との相互連携を図りながら，総合的

かつ横断的に各施策を展開してまいります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本市教育行政の計画体系図（平成２７年８月現在）＞ 

第５次宇都宮市総合計画 
（本市のまちづくりの指針・計画） 

 

学校教育推進計画

 
学校教育の理念や
基本目標，基本施
策，重点事業を明
確化し，学校教育
の充実を図る。 

 

第２次地域教育推進計画
 

本市独自の視点に
よる「地域教育」
を通して，豊かな
人間性と人との絆
を育み，地域ぐる
みにより，教育活
動やまちづくりを
支える社会の実現
を図る。 

 

スポーツ推進計画
 
だれもが，いつで
も，いつまでも，ス
ポーツを楽しむ生
涯スポーツ社会の
実現を図る。 

 

文化振興基本計画
 
歴史と個性を活か
した宇都宮文化の
創造と心豊かな人
づくりの推進を図
る。 

分野ごとの各種個別計画等 

宮っこ未来ビジョン 
（本市の人づくりの指針） 

 

＜ビジョンの基本的な考え方＞ 

・基本理念 

・基本目標 
 

＜各ライフステージにおける人づくり＞ 

  ・ライフステージごとの目標 

  ・家庭や学校，地域，企業等の役割 

 本市の教育大綱 
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(２) 重点的に講ずべき施策の方向性 

特に重点的に取り組む施策等については，教育を取り巻く環境変化などに適切

に対応できるよう，毎年度教育委員会で定めている「教育委員会基本方針」の中

で示してまいります。 

なお，「教育委員会基本方針」については，市長と教育委員会で構成される総合

教育会議を通して協議を行い，その結果を踏まえながら定めてまいります。 

 

 

(３) 推進体制 

教育大綱の推進に向け，これまで以上に市長と教育委員会が緊密に連携を図り

ながら，一丸となって教育行政を推進してまいります。 

また，人づくりには，市民一人一人の自主的・主体的な取組だけでなく，人づ

くりの主体となる家庭や学校，地域，企業などによる連携・協力体制を充実する

ことが必要不可欠でありますことから，引き続き市民の皆様のご協力をいただき

ながら，社会総ぐるみによる人づくりを推進してまいります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜お問い合わせ先＞  

〒３２０－８５４０  宇都宮市旭１丁目１番５号 

 宇都宮市教育委員会事務局（教育企画課） 

   電 話 ０２８－６３２－２７０６ 

   ＦＡＸ ０２８－６３９－７１５９ 

   Ｅメール u4612@city.utsunomiya.tochigi.jp 

社会総ぐるみによる人づくりの『合言葉』 

「育もう 地域の愛で 子どもの未来」 

～大人が子どもの手本となり，みんなで人間力を高めます～ 

 

宇都宮市・宇都宮市教育委員会


